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防衛施設中央審議会委員の任命について

標記について、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安

全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆

国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特

別措置法（昭和27年法律第140号）第31条第2項の規定に基づ

き、下記のとおり内閣の承認を求めます。

記

廣瀬祐子

防衛施設中央審議会委員に任命する

(令和2年8月27日付）



(略歴）

◎廣瀬(ひろせ） 祐子(ゆうこ）氏

I学朧1

【職歴】

【その他】

・原子力規制委員会国立研究開発法人審議会委員（現職）



参
照
条
文

○
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け

る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
一
一
十
七
年
法
律
第
百
四
十

号
）
（
抄
）

第
三
十
一
条
審
議
会
は
、
委
員
七
名
以
内
で
組
黙

２
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、

委
員
七
名
以
内
で
組
織

（
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
）

第
三
十
条
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条
第
七
項
（
第
一
一
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
連
合

国
占
領
軍
等
の
行
為
等
に
よ
る
被
害
者
等
に
対
す
る
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
一
一
百
十
五
号
）
第
十

七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
審
議
さ
せ
る
た
め
、
防
衛
省
に
防
衛
施
設
中
央
審
議
会
（
以
下
『
審
議
会
」

と
い
う
。
）
を
置
く
。

６
審
議
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

７
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

３
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。

５
委
員
は
《
非
常
勤
と
す
る
。

４
委
員
に
つ
い
て
は
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
十
年
を
超
え
て
委
員
の
職
を
継
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
る
。

内
閣
の
承
認
を
得
て
防
衛
大
臣
が
任
命
す
る
。



審議会委員任命予定者名簿

審議会委員任命予定番名簿

雀 庁 名 ： 防衛省

審鞭会名 ： 防衛施設中央審調会

発令予定日 ： 令和2年8月27日

根拠法令
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及
び安全保璋条約第六条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合崇国軍隊の地位に関
する協定の実施に伴う土地等の使用等に関す
る特甥措置法第30条
防擶省設置法第13条

定
任

数
期

7名以内

3年
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〈※）
命
日
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伝
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わ岱号なぺ

渡部 溌
癖

１ 笹川平和財団上席蕨究員 30.4. 1 3．3．31 30.4. 1 2年5月 0

･すみた

生田2 弁謹士 30.4- 1 3‘3．31 30.4. ； 2年5月 １

f二つや
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あく

阿部
、
ｆ
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阪田 慕鳥４ 神田外詔大学教授 30.4． I 3．3．31 27.4. 1 5年5月 0

なかにし

中西
ひろし

寛 京都大学法学研究科教授 30.4. 1 3．3．31 30．4． 1
「

〕 2年5月 C

凸

■! :、
－E”壬 上う馬‘

岩器陽子

請う鑿

《
。 30.4. 1 3．3．31 30．4. ’ 2年5月 0
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■
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29.8‘27 申うこ

祐子
ひらぜ

庚瀬
2．8，26 23.8.27 9年0月 0 ジャーナ'ノスト 1

※年齢は令和2年8月1日時点海年齢


